
 

 

 

令 和 ２ 年 ７ 月 １ 日 

海 上 保 安 庁 

 

荒天時の走錨等に起因する事故の再発防止に向けて 

～今年度も重要施設周辺海域における対応策を決定！順次運用開始！！～ 

 

 

 

 

 

 

 

〇 海上保安庁では、平成 30 年９月に発生した関西国際空港連絡橋へのタンカー衝

突事故を受け、船舶交通の安全確保の観点から、平成 31 年１月 31 日より、同空

港周辺海域での法規制の運用を開始するとともに、平成 31 年４月には、同空港周

辺海域を含む全国 41 箇所の重要施設（交通やライフライン等の断絶、代替手段が

ないことによる不利益等をもたらす施設）の周辺海域を選定し、荒天時に錨泊制

限等を実施しました。 

 

〇 結果として、令和元年の台風シーズンにおいては、これら重要施設に対する走

錨等に起因する事故を未然に防止しましたが、重要施設以外の施設にて走錨に起

因する事故が発生したことも踏まえ、フォローアップを行い、新たに、重要施設

を追加し、海事関係者や施設管理者等とともに対応策を検討してまいりましたと

ころ、今般、対応策が決定し、順次運用を開始しました。 

  ※令和２年６月１日の広報では重要施設３箇所を追加したことをお知らせしま

したが、継続的に検討した結果、更に１箇所の重要施設を追加しております。 

 

【添付資料】 

・関空連絡橋事故を踏まえた荒天時の走錨事故防止対策について  

・重要施設周辺海域における対応策一覧 

 

◆ 海上保安庁ホームページに各管区における対応策を掲載しております。  

https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/kaijyoukoutsu/taiousaku.html 

海上保安庁では、重要施設を追加し、同施設周辺海域の走錨事故対策を検討・

策定することを令和２年６月１日に広報しましたが、今般、昨年度に引き続き、

同海域の対応策を決定し、順次運用を開始しましたのでお知らせします。 

これから本格的な台風シーズンを迎えますが、走錨等に起因する事故防止に万

全を期してまいります。 



関空連絡橋事故を踏まえた荒天時の走錨事故防止対策について

出光北海道シーバース(Ⅲ)

八戸LNGターミナル(Ⅲ)

岩手県オイルターミナル(Ⅲ)酒田共同火力発電所(Ⅲ)

羽田空港(Ⅲ)

東京湾
アクアライン(Ⅱ)

横浜沖錨地(Ⅲ)

渥美火力発電所(Ⅱ)

中部国際空港(Ⅱ)

名古屋港・四日市港内シーバース 等(Ⅱ)

堺泉北港桟橋(Ⅲ)

神戸空港(Ⅲ)

志布志国家石油備蓄基地(Ⅱ)

長崎空港(Ⅱ)

大島大橋(Ⅰ)

広島ガス廿日市工場(Ⅰ)

米子空港(Ⅱ)

能登島大橋 等(Ⅰ)

両津火力発電所(Ⅰ)

秋田国家石油備蓄基地(Ⅲ)

北九州空港(Ⅱ)

大
島
大
橋

秋田国家石油備蓄基地

【対応策】
Ⅰ 監視・指導強化海域 ・・・レーダー、AIS、カメラ等による監視体制強化及び無線等による注意

喚起
Ⅱ 重点指導海域 ・・・Ⅰに加えて、強力な指導を行う海域を設定して巡視船艇による直接指導な

どにより、 重点的に警戒する態勢を確保
Ⅲ 規制海域 ・・・Ⅰ及びⅡに加えて、港則法や海上交通安全法による規制

金武中城港シーバース等(Ⅲ)

那覇空港(Ⅲ)

 平成30年9月、台風21号による影響でタンカーが走錨し、関西国際空港連絡橋に衝突する事故が発生。
 同事故を踏まえ、これまで海上空港（連絡橋）など41箇所の重要施設の周辺海域において、荒天時における錨泊制限等を実
施し、これら重要施設に対する事故を未然防止。

 一方で、昨年も台風の影響で走錨に起因する事故が当該海域以外で発生したことから、フォローアップを行い、新たに4箇所
の重要施設を追加。同施設周辺海域における対応策を決定し、順次運用を開始。

（注）各海域における検討等を踏まえ、追加等がありえます。

南本牧はま道路(Ⅲ)柳井発電所(Ⅰ)

南本牧コンテナターミナル
MC3、MC4(Ⅰ)

※令和2年度追加重要施設

東京湾内
シーバース(Ⅲ・Ⅰ)

関西国際空港(Ⅲ)

ENEOS喜入基地(Ⅱ)



【出光北海道シーバース】 北海道苫小牧市 Ⅲ

【八戸LNGターミナル】 青森県八戸市 Ⅲ

【岩手県オイルターミナル】 岩手県釜石市 Ⅲ

【秋田国家石油備蓄基地】 秋田県男鹿市 Ⅲ

【酒田共同火力発電所】 山形県酒田市 Ⅲ

【羽田空港】 東京都大田区 Ⅲ

【東京湾アクアライン】 千葉県木更津市 Ⅱ

【東京湾内シーバース】
・京葉
・コスモ石油第3
・ＪＸＴＧエネルギー扇島
・京浜川崎

Ⅰ

・東京ガス扇島LNGバース
・ＪＥＲＡ扇島LNGバース

Ⅲ

【横浜沖錨地】 神奈川県横浜市 Ⅲ

【南本牧はま道路】 神奈川県横浜市 Ⅲ

【南本牧コンテナターミナルMC3、MC4】 神奈川県横浜市 Ⅰ

【中部国際空港】 愛知県常滑市 Ⅱ

【名古屋港・四日市港内シーバース等】
・伊勢湾シーバース
・東邦ガス名古屋港L1桟橋
・知多LNG名古屋港L2桟橋
・コスモ石油
・昭和四日市石油
・JERA川越火力E1桟橋

愛知県知多市
三重県四日市市
三重県三重郡川越町

Ⅱ

【渥美火力発電所】 愛知県田原市 Ⅱ

【関西国際空港】 大阪府泉佐野市 Ⅲ

【神戸空港】 兵庫県神戸市 Ⅲ

【堺泉北港桟橋】
・コスモ石油㈱堺製油所原油桟橋
・大阪ガス㈱泉北製造所第二工場LNG第２桟橋
・堺LNG㈱堺LNGセンター桟橋

大阪府堺市 Ⅲ

【広島ガス　廿日市工場】 広島県廿日市市 Ⅰ

【大島大橋】 山口県大島郡周防大島町 Ⅰ

【柳井発電所】 山口県柳井市 Ⅰ

【北九州空港】 福岡県北九州市 Ⅱ

【長崎空港】 長崎県大村市 Ⅱ

【米子空港】 鳥取県境港市 Ⅱ

【能登島大橋等】
・能登島大橋
・七尾大田火力発電所
・七尾国家石油ガス備蓄基地

石川県七尾市 Ⅰ

【両津火力発電所】 新潟県佐渡市 Ⅰ

【志布志国家石油備蓄基地】 鹿児島県肝属郡東串良町 Ⅱ

【ENEOS喜入基地】 鹿児島県鹿児島市 Ⅱ

【那覇空港】 沖縄県那覇市 Ⅲ

【金武中城港シーバース等】
・吉の浦火力発電所
・沖縄石油基地
・沖縄ターミナル

沖縄県中頭郡中城村・うるま市 Ⅲ

合計　45箇所

重要施設周辺海域における対応策一覧

（令和2年7月1日現在）

※赤字・黄色塗は令和2年度に追加した重要施設

所在地対象施設名 対応策

千葉県、神奈川県


